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た
は
振
替
（
口
座
登
録
を
さ
れ
て
い

る
人
に
限
る
）
で
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
お
願
い
】

　

こ
の
機
会
に
、
ま
だ
口
座
登
録
さ

れ
て
い
な
い
税（
料
）目
に
つ
い
て
も
、

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
収
税
係

（
�
�
０
２
１
５
）、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
に
つ
い
て
は
保
険
課
健

康
保
険
係
（
�
�
０
２
５
８
）

 

座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
た
人
も
、

再
度
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

申
込
期
限
ま
で
に
手
続
き
さ
れ
た

人
に
つ
い
て
は
、
７
月　

日
�
（
第

３１

１
期
の
口
座
振
替
日
）に
、年
間
税

（
料
）額
を
一
括
で
振
り
替
え
ま
す
。

【
注
意
点
】

　

申
込
期
限
以
降
に
手
続
き
さ
れ
た

場
合
や
、
７
月　

日
�
に
預
金
残
高

３１

等
で
振
替
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、

平
成　

年
度
分
に
限
り
、
第
１
期
分

２１

は
納
付
書
納
付
と
し
、
第
２
期
か
ら

は
「
期
別
」
で
口
座
振
替
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
７
月
か
ら
翌
年
２
月
に
か
け
て
、年

税（
料
）額
を
８
回（
期
）に
分
け
て
納

付（
振
替
）す
る
こ
と
を「
期
別
」と
い

い
ま
す
。

　

各
税（
料
）目
に
お
い
て
、
課
税
対

象
者
の
異
動
等
に
伴
い
年
度
途
中
に

税（
料
）額
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、

納
め
す
ぎ
の
場
合
は
そ
の
金
額
を
還

付
等
し
ま
す
。

　

ま
た
、
不
足
分
を
追
加
で
納
め
る

こ
と
に
な
っ
た
場
合
は
、
納
付
書
ま

〈
納
付
書
の
場
合
〉

　

手
続
き
等
は
不
要
で
す
。

　

７
月
中
旬
に
送
付
す
る
各
税（
料
）

目
の「
全
」と
記
載
さ
れ
た
納
付
書
で
、

７
月　

日
�（
第
１
期
の
納
期
限
）ま

３１

で
に
、
年
間
税（
料
）額
を
一
括
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
口
座
振
替
の
場
合
〉

　

６
月　

日
�
ま
で
に
、
口
座
振
替

２２

を
希
望
す
る
金
融
機
関
へ
、
新
た
に

申
し
込
み
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
期
別
ご
と
の
口

　

「
全
期
前
納
」
と
は
、
各
税
（
料
）
目

の
第
１
期
の
納
期
限
ま
で
（
口
座
振

替
に
つ
い
て
は
口
座
振
替
日
）
に
、

年
間
に
納
め
る
税（
料
）額
を
一
括
納

付
（
振
替
）
す
る
こ
と
で
す
。

　

「
全
期
前
納
」を
利
用
す
る
こ
と
で
、

納
期
限
ご
と
に
金
融
機
関
等
に
納
付

に
行
っ
た
り
預
金
残
高
を
確
認
す
る

手
間
が
省
け
、
ま
た
納
め
忘
れ
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
「
全
期
前
納
」と
は

 
全
期
前
納
の
手
続
き

 
全
期
前
納
後
、
税（
料
）額
に　

 
変
更
が
あ
っ
た
場
合

　

今
年
度
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料（
い
ず
れ
も
普
通
徴
収
）の「
全
期
前
納（
納
付
書
お
よ
び
口
座
振
替
）」が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
税（
料
）目
の
全
期
前
納
に
よ
る
報
奨
金
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

普
通
徴
収
の
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

 「 
全
期
前
納
」
が
利
用

　

で
き
ま
す

平成 ２１年度から

参考：口座振替依頼書（「３ 対象税目等」を抜粋）
  
こ
の
部
分
を

  
追
加
し
ま
し
た

＜
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※
①
②
両
方
と
も
必
要
で
す
。

▼
購
入
に
つ
い
て
…
日
本
消
防
検
定
協
会

の
鑑
定
マ
ー
ク
『
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
』
の
付
い

た
商
品
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

　

電
気
店
や
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
、
消
火
器

な
ど
を
取
り
扱
っ
て

い
る
防
災
設
備
店
な

ど
で
購
入
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

市
消
防
本
部
警
防
課
予

防
係
（
�
�
０
１
２
４
）

も
、
平
成　

年
５
月　

日
ま
で
に
設
置
を

２３

３１

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

火
災
か
ら
大
切
な
生
命
・
財
産
を
守
る

た
め
に
も
、
一
日
も
早
い
設
置
を
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
消
防
職
員
・
団
員
が
、

火
の
元
点
検
の
た
め
に
各
家
庭
を
訪
問
し

た
際
に
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
に

当
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
取
付
場
所
…
①
普
段
か
ら
就
寝
に
使
用

す
る
す
べ
て
の
部
屋
②
寝
室
が
２
階
以
上

に
あ
る
場
合
は
、
就
寝
に
使
用
す
る
部
屋

が
あ
る
階
の
階
段
上
部
の
天
井
ま
た
は
壁

の
山
火
事
が
発
生
し
ま
す
。

　

山
火
事
の
原
因
で
一
番
多
い
の
は
、
た

き
火
で
す
。
普
段
、
何
げ
な
く
し
て
い
る

た
き
火
が
、
そ
の
日
の
気
象
状
態
や
風
の

影
響
で
山
火
事
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
こ
と
を
守
り
、
火
の
取
り
扱
い
に

は
十
分
注
意
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
風
の
強
い
時
は
、
た
き
火
を
し
な
い
②

た
き
火
を
す
る
時
は
、
そ
の
場
を
離
れ
な

い
③
消
火
は
水
を
か
け
て
完
全
に
行
う

　

今
年
度
の
全
国
統
一
防
火
標
語
は
、

『
消
え
る
ま
で　

ゆ
っ
く
り
火
の
元　

に

ら
め
っ
子
』
で
す
。
火
の
元
を
離
れ
る
と

き
は
、
一
人
ひ
と
り
が
責
任
を
持
っ
て
火

の
始
末
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
に
消
防
法
が
改
正
さ
れ
、

１６

『
住
宅
用
火
災
警
報
器
』
の
設
置
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
住
宅
火
災

に
よ
る
死
者
を
減
ら
す
の
が
目
的
で
す
。

　

市
で
は
、
新
築
・
増
改
築
す
る
住
宅
に

つ
い
て
は
、
平
成　

年
６
月
１
日
か
ら
設

１８

置
を
義
務
付
け
、
既
存
の
住
宅
に
つ
い
て

激しく燃え上がる山火事（消防ヘリから撮影）

　

総
務
省
消
防
庁
の
資
料
に
よ
る
と
、
全

国
で
は
毎
年
お
よ
そ
５
万
件
を
超
え
る
火

災
が
発
生
し
て
お
り
、
１
０
０
０
人
以
上

の
死
者
と
７
０
０
０
人
余
り
の
負
傷
者
が

出
て
い
ま
す
。

　

市
の
火
災
発
生
件
数
は
、
年
間　

件
前

２０

後
で
推
移
し
て
き
ま
し
た
が
、
昨
年
は
前

年（　

件
）よ
り
９
件
も
多
い　

件
の
火
災

１７

２６

が
起
き
て
い
ま
す
。

　

今
年
に
入
っ
て
も
そ
の
傾
向
は
続
い
て
お

り
、
４
月
末
日
ま
で
に　

件
、
特
に
、
３
月
、

２０

４
月
に
は　

件
発
生
し
、
こ
れ
は
過
去
最

１６

悪
の
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
季
は
空
気
が
乾
燥
し
火
災
が
起

き
や
す
い
気
象
状
態
と
な
る
た
め
、
多
く

火
災 
が

多
発
し
て
い
ま
す

 
連
日
火
災
出
動

 
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ

 
住
宅
用
火
災
警
報
器

　住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不
適正な価格・無理強い販売などを行う業者もいますの
で、ご注意ください。

①消防職員が訪問販売することはありません。
②罰則という言葉に動揺しない（罰金はありません）。
③取付場所、購入金額を確認し、即決・契約はしない。
④怪しいと感じたらすぐに断る。

悪質な訪問販売に
ご 注意を！

＜住宅火災警報器の取付場所例＞


